2025年9月19日
株式会社reborn(WLH)
【reborn】3新法適用分育児・介護休業規程　DC 新旧対照表
	新（3版）
	旧
	備考欄



	（略）
	（略）
	（略）

	（目的）
	（目的）
	

	　　第１条　本規則は、株式会社reborn（以下「法人」という。）従業員の育児・介護休業（出生時育児休業含む。以下同じ。）、育児目的休暇、子の看護等休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働および深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。
	　　第１条　本規則は、株式会社reborn（以下「法人」という。）従業員の育児・介護休業（出生時育児休業含む。以下同じ。）、育児目的休暇、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働および深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。
	（追加）

	（略）
	（略）
	（略）

	（育児休業の対象者）
	（育児休業の対象者）
	

	　　第２条（略）
	　　第２条（略）
	（略）

	　　　　２〜４（略）
	　　　　２〜４（略）
	（略）

	　　　　５　前項にかかわらず、産前産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな育児休業が始まったことにより本条第１項または第４項に基づく休業（配偶者の死亡等特別な事情による３回目以降の休業を含む）が終了し、終了事由である産前産後休業等に係る子または介護休業に係る対象家族が死亡等した従業員は、子が１歳６ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。
	　　　　５　前項にかかわらず、産前産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな育児休業が始まったことにより本条第１項又は第４項に基づく休業（配偶者の死亡等特別な事情による３回目以降の休業を含む）が終了し、終了事由である産前産後休業等に係る子または介護休業に係る対象家族が死亡等した従業員は、子が１歳６ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。
	（変更）

	　　　　６、７（略）
	　　　　６、７（略）
	（略）

	（略）
	（略）
	（略）

	（育児休業の期間等）
	（育児休業の期間等）
	

	　　第５条（略）
	　　第５条（略）
	（略）

	　　　　２（略）
	　　　　２（略）
	（略）

	　　　　３　従業員は、育児休業期間変更申出書により会社に、育児休業開始予定日の１週間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げまたは繰り下げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日（以下「育児休業終了予定日」という。）の２週間前（第２条第４項から第７項に基づく休業をしている場合は、２週間前）までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り上げまたは繰り下げ変更を行うことができる。
	　　　　３　従業員は、育児休業期間変更申出書により会社に、育児休業開始予定日の１週間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日（以下「育児休業終了予定日」という。）の２週間前（第２条第４項から第７項に基づく休業をしている場合は、２週間前）までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
	（追加）

	育児休業開始予定日の繰り上げまたは繰り下げ変更および育児休業終了予定日の繰り上げまたは繰り下げ変更とも、原則として第２条第１項に基づく休業１回につき１回に限り行うことができるが、第２条第４項から第７項に基づく休業の場合には、第２条第１項に基づく休業とは別に、子が１歳から１歳６ヶ月に達するまでおよび１歳６ヶ月から２歳に達するまでの期間内で、それぞれ１回、育児休業終了予定日の繰り上げまたは繰り下げ変更を行うことができる。
	育児休業開始予定日の繰り上げ変更および育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、原則として第２条第１項に基づく休業１回につき１回に限り行うことができるが、第２条第４項から第７項に基づく休業の場合には、第２条第１項に基づく休業とは別に、子が１歳から１歳６ヶ月に達するまでおよび１歳６ヶ月から２歳に達するまでの期間内で、それぞれ１回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
	（追加）

	　　　　４〜６（略）
	　　　　４〜６（略）
	（略）

	（略）
	（略）
	（略）

	（出生時育児休業の期間等）
	（出生時育児休業の期間等）
	

	　　第９条（略）
	　　第９条（略）
	（略）

	　　　　２（略）
	　　　　２（略）
	（略）

	　　　　３　従業員は、出生時育児休業期間変更申出書により会社に、出生時育児休業開始予定日の１週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日の繰り上げまたは繰り下げ変更を休業１回につき１回、また、出生時育児休業を終了しようとする日（以下「出生時育児休業終了予定日」という。）の２週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰り上げまたは繰り下げ変更を休業１回につき１回行うことができる。
	　　　　３　従業員は、出生時育児休業期間変更申出書により会社に、出生時育児休業開始予定日の１週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を休業１回につき１回、また、出生時育児休業を終了しようとする日（以下「出生時育児休業終了予定日」という。）の２週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を休業１回につき１回行うことができる。
	（追加）

	　　　　４〜６（略）
	　　　　４〜６（略）
	（略）

	（出生時育児休業中の就業）
	（出生時育児休業中の就業）
	

	第９条の２（略）
	第９条の２（略）
	（略）

	　　　　２〜４（略）
	　　　　２〜４（略）
	（略）

	　　　　５　第２３条第２項で同意した就業日等を全部または一部撤回する場合は、出生時育児休業中の就業日等撤回届を休業前日までに会社に提出すること。出生時育児休業開始後は、次に該当する場合に限り、同意した就業日等の全部または一部を撤回することができる。出生時育児休業中の就業日等撤回届が提出されたときは、会社は速やかに出生時育児休業中の就業日等通知書を交付する。
	　　　　５　本条第２項で同意した就業日等を全部または一部撤回する場合は、出生時育児休業中の就業日等撤回届を休業前日までに会社に提出すること。出生時育児休業開始後は、次に該当する場合に限り、同意した就業日等の全部または一部を撤回することができる。出生時育児休業中の就業日等撤回届が提出されたときは、会社は速やかに出生時育児休業中の就業日等通知書を交付する。
	（変更）

	（１）〜（４）（略）
	（１）〜（４）（略）
	（略）

	（略）
	（略）
	（略）

	第５章子の看護等休暇
	第５章子の看護休暇
	（追加）

	（子の看護等休暇）
	（子の看護休暇）
	（追加）

	　第１５条　小学校第3学年修了前の子を養育する従業員（日雇いの従業員は除きます）は、負傷しもしくは疾病にかかった当該子の世話をするために、または当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、若しくは感染症に伴う学級閉鎖等により当該子の世話を行うために、または入園、卒園または入学の式典その他これに準ずる式典に参加するために、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が１人の場合は、1年間につき５日間、２人以上の場合１年間につき１０日を限度として子の看護等休暇を取得することができる。この場合の１年間とは、４月１日から翌年３月３１日までの期間とする。
	　　　　　　
	（新設）

	　　　　　　(削除)
	　第１５条　小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（日雇い従業員を除く）は、負傷し、または疾病にかかった当該子の世話をするために、または当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が１人の場合は１年間につき5日、２人以上の場合は１年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の１年間とは、４月１日から翌年３月31日までの期間とする。ただし、事業主は労使協定によって除外された次の従業員からの看護休暇の申出を拒むことができる。
	（削除）

	(削除)
	（１）入社６ヶ月未満の従業員
	（削除）

	（１）（略）
	（２）（略）
	（略）

	　　　　２　子の看護等休暇は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができる。
	　　　　２　子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができる。
	（追加）

	　　　　３　取得しようとする者は、原則として、子の看護等休暇申出書を事前に会社に申し出るものとする。
	　　　　３　取得しようとする者は、原則として、子の看護休暇申出書を事前に会社に申し出るものとする。
	（追加）

	　　　　４　会社は、子の看護等休暇申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
	　　　　４　会社は、子の看護休暇申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
	（追加）

	　　　　５（略）
	　　　　５（略）
	（略）

	（略）
	（略）
	（略）

	（介護休暇）
	（介護休暇）
	

	　第１６条　要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員（日雇従業員を除く）は、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が１人の場合は１年間につき５日、２人以上の場合は１年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の１年間とは、４月１日から翌年３月31日までの期間とする。ただし、事業主は労使協定によって除外された次の従業員からの介護休暇の申出を拒むことができる。
	　第１６条　要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員（日雇従業員を除く）は、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が１人の場合は１年間につき５日、２人以上の場合は１年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の１年間とは、４月１日から翌年３月31日までの期間とする。ただし、事業主は労使協定によって除外された次の従業員からの介護休暇の申出を拒むことができる。
	

	(削除)
	（１）入社６ヶ月未満の従業員
	（削除）

	（１）（略）
	（２）（略）
	（略）

	　　　　２〜５（略）
	　　　　２〜５（略）
	（略）

	（略）
	（略）
	（略）

	（育児・介護のための所定外労働の制限）
	（育児・介護のための所定外労働の制限）
	

	　第１７条　小学校就学の始期に達していない子を養育する社員（日雇社員を除く。）が当該子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護する社員（日雇社員を除く。）が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。
	　　　　　　
	（新設）

	　　　　　　(削除)
	　第１７条　３歳に満たない子を養育する従業員（日雇従業員を除く）が当該子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護する従業員（日雇従業員を除く）が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。
	（削除）

	　　　　２〜６（略）
	　　　　２〜６（略）
	（略）

	　　　　７　次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
	　　　　７　次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
	

	（１）（略）
	（１）（略）
	（略）

	（２）制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
	
	（新設）

	子が６歳に達する日の属する年度の３月３１日
	
	（新設）

	(削除)
	（２）制限に係る子が３歳に達した場合
	（削除）

	(削除)
	当該３歳に達した日
	（削除）

	（３）（略）
	（３）（略）
	（略）

	　　　　８（略）
	　　　　８（略）
	（略）

	（略）
	（略）
	（略）

	（育児・介護のための時間外労働の制限）
	（育児・介護のための時間外労働の制限）
	

	　第１８条（略）
	　第１８条（略）
	（略）

	　　　　２〜６（略）
	　　　　２〜６（略）
	（略）

	　　　　７　次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
	　　　　７　次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
	

	（１）（略）
	（１）（略）
	（略）

	（２）制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
	（２）制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
	

	子が６歳に達する日の属する年度の３月３１日
	
	（新設）

	（３）（略）
	（３）（略）
	（略）

	　　　　８（略）
	　　　　８（略）
	（略）

	（略）
	（略）
	（略）

	（禁止行為）
	（禁止行為）
	

	　第２２条（略）
	　第２２条（略）
	（略）

	　　　　２（略）
	　　　　２（略）
	（略）

	　　　　３　本条に関し相談をしたこと、または事実関係の確認に協力したこと等を理由として、法人は、人事異動、人事評価・教育等の場における成績評価、単位認定等について、相談者または情報提供者等に不利益な取扱いは行わない。
	　　　　３　本条に関し相談をしたこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、法人は、人事異動、人事評価・教育等の場における成績評価、単位認定等について、相談者又は情報提供者等に不利益な取扱いは行わない。
	（変更）

	第１２章　柔軟な働き方を実現するための措置
	　
	（新設）

	（柔軟な働き方を実現するための措置）
	
	（新設）

	　第２３条　３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（日雇従業員を除く。）は、柔軟な働き方を実現するために申出ることにより、次の各号のいずれか１つの措置を選択して受けることができる。
	　　　　　　
	（新設）

	（１）始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
	
	（新設）

	（２）短時間勤務制度
	
	（新設）

	　　　　２　前項の措置を希望する従業員は、１回につき、１年以内の期間について、措置を開始しようとする日及び終了しようとする日を明らかにして、原則として、当該措置を開始しようとする日の１か月前までに、柔軟な働き方を実現するための措置の申出書を人事部労務課に届出なければならない。
	　　　　　　
	（新設）

	　　　　３　本条第１項の規定にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの柔軟な働き方を実現する措置の申出は拒むことができる。
	　　　　　　
	（新設）

	（１）入社１年未満の従業員
	
	（新設）

	（２）１週間の所定労働日数が２日以下の従業員
	
	（新設）

	　　　　４　会社は、第２３条第２項に定める申出書が提出されたときは、速やかに申出者に対し、当該柔軟な働き方を実現するための措置の取扱通知書を交付するものとする。
	　　　　　　
	（新設）

	（始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの措置を選択する場合）
	
	（新設）

	　第２４条　第２３条第１項第１号に基づく措置とは、始業時刻及び終業時刻を固定することをいい、シフトではなく特定の時間帯に固定することができる。
	　　　　　　
	（新設）

	　　　　２　始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの措置中の始業及び終業の時刻は、育児の状況を勘案し、個人ごとに定める。
	　　　　　　
	（新設）

	　　　　３　所定労働時間の始業時刻、終業時刻および休憩時間は次のとおりとする。
	　　　　　　
	（新設）

	（日勤）
　・始業時刻　　9時00分
　・終業時刻　　18時00分　　
　・休憩時間　　上記就業時間内に60分
（早番）①
　・始業時刻　　7時00分
　・終業時刻　　16時00分　　
　・休憩時間　　上記就業時間内に60分
（早番）②
　・始業時刻　　7時30分
　・終業時刻　　16時30分　　
　・休憩時間　　上記就業時間内に60分

（早番）③
　・始業時刻　　8時00分
　・終業時刻　　17時00分　　
　・休憩時間　　上記就業時間内に60分
（遅番）①
　・始業時刻　　10時00分
　・終業時刻　　19時00分　　
　・休憩時間　　上記就業時間内に60分
（遅番）②
　・始業時刻　　12時00分
　・終業時刻　　21時00分　　
　・休憩時間　　上記就業時間内に60分
（夜勤）
　・始業時刻　　16時00分
　・終業時刻　　10時00分　　
　・休憩時間　　上記就業時間内に90分
（宿直）
　・始業時刻　　18時00分
　・終業時刻　　9時00分　　
　・休憩時間　　22時00分から6時00分
	
	（新設）

	　　　　４　本制度の適用を受ける間の給与及び賞与については、通常の勤務をしているものとする。
	　　　　　　
	（新設）

	　　　　５　定期昇給及び退職金の算定においては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
	　　　　　　
	（新設）

	（短時間勤務制度を選択する場合）
	
	（新設）

	　第２５条　第２３条第１項第２号に基づく短時間勤務制度とは、所定労働時間を原則６時間とする勤務制度のことをいい、次の各号のとおりとする。
	　　　　　　
	（新設）

	　　　　２　育児短時間勤務制度を利用する従業員の1日の所定労働時間は、次の各号のいずれかから本人が選択した時間とする。
	　　　　　　
	（新設）

	（１）５時間
	
	（新設）

	（２）６時間
	
	（新設）

	（３）７時間
	
	（新設）

	　　　　３　育児短時間勤務期間中の始業及び終業の時刻は、育児の状況を勘案し、個人ごとに定める。
	　　　　　　
	（新設）

	　　　　４　申出をしようとする者は、１回につき、１ヶ月以上１年以内の期間について、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の１ヶ月前までに、短時間勤務申出書により会社に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、短時間勤務取扱通知書を交付する。その他適用のための手続等については、第３条から第５条までの規定（第３条第２項、第３項、第４項および第４条第３項を除く。）を準用する。
	　　　　　　
	（新設）

	　　　　５　本制度の適用を受ける間の給与については、勤務時間の短縮にともない、労務の提供がなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。
	　　　　　　
	（新設）

	　　　　６　賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。
	　　　　　　
	（新設）

	　　　　７　定期昇給及び退職金の算定においては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
	　　　　　　
	（新設）

	（略）
	（略）
	（略）

	（給与等の取扱い）
	（給与等の取扱い）
	

	　第２６条　基本給その他の月毎に支払われる賃金の取扱いは次の各号に規定するとおりとする。
	　第２３条　基本給その他の月毎に支払われる賃金の取扱いは次の各号に規定するとおりとする。
	

	（１）育児休業または介護休業をした期間…就業した時間を除き、無給とする。
	（１）育児休業又は介護休業をした期間…就業した時間を除き、無給とする。
	（変更）

	（２）（略）
	（２）（略）
	（略）

	（３）育児目的休暇の日または時間…就業しなかった日または時間につき、無給とする。
	（３）育児目的休暇の日又は時間…就業しなかった日又は時間につき、無給とする。
	（変更）

	（４）子の看護等休暇…就業しなかった日または時間につき、無給とする。
	（４）子の看護休暇…就業しなかった日又は時間につき、無給とする。
	（変更）

	（５）介護休暇の日または時間…就業しなかった日または時間につき、無給とする。
	（５）介護休暇の日又は時間…就業しなかった日又は時間につき、無給とする。
	（変更）

	（６）、（７）（略）
	（６）、（７）（略）
	（略）

	　　　　２、３（略）
	　　　　２、３（略）
	（略）

	　　　　４　定期昇給は、育児休業または介護休業の期間中は行わないものとし、当該休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとする。
	　　　　４　定期昇給は、育児休業又は介護休業の期間中は行わないものとし、当該休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとする。
	（変更）

	　　　　５　退職金の算定に当たっては、育児休業または介護休業をした期間並びに短時間勤務をした期間は、通常の勤務をしたものとして勤続年数を計算するものとする。
	　　　　５　退職金の算定に当たっては、育児休業又は介護休業をした期間並びに短時間勤務をした期間は、通常の勤務をしたものとして勤続年数を計算するものとする。
	（変更）

	（介護休業期間中の社会保険料の取扱い）
	（介護休業期間中の社会保険料の取扱い）
	

	　第２７条（略）
	　第２４条（略）
	（略）

	　　　　２（略）
	　　　　２（略）
	（略）

	　　　　３　財形貯蓄については、産前産後休業及び育児休業期間中は、その払込みを中止する。ただし、払出しまたは解約は、当該期間中であっても行うことができる。
	　　　　３　財形貯蓄については、産前産後休業及び育児休業期間中は、その払込みを中止する。ただし、払出し又は解約は、当該期間中であっても行うことができる。
	（変更）

	　　　　４（略）
	　　　　４（略）
	（略）

	（略）
	（略）
	（略）

	（復職）
	（復職）
	

	　第２９条　育児休業期間または介護休業期間が終了したときは、直ちに復職するものとし、育児休業終了日または介護休業終了日の翌日より勤務を命ずる。
	　第２６条　育児休業期間又は介護休業期間が終了したときは、直ちに復職するものとし、育児休業終了日又は介護休業終了日の翌日より勤務を命ずる。
	（変更）

	　　　　２、３（略）
	　　　　２、３（略）
	（略）

	　　　　４　復職後の賃金額は、原則として、育児休業前または介護休業前の賃金額を下回らないものとする。
	　　　　４　復職後の賃金額は、原則として、育児休業前又は介護休業前の賃金額を下回らないものとする。
	（変更）

	（略）
	（略）
	（略）

	（従業員への通知）
	（従業員への通知）
	

	　第３１条　法人は、この規程に定める制度について、労使協定に基づき、従業員の申出または請求を拒むときは、その旨を従業員に通知するものとする。
	　第２８条　法人は、この規程に定める制度について、労使協定に基づき、従業員の申出又は請求を拒むときは、その旨を従業員に通知するものとする。
	（変更）

	（育児休業等に関する定めの周知等の措置）
	（育児休業等に関する定めの周知等の措置）
	

	　第３２条　法人は、本規程を従業員に周知させるための措置（従業員若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したことまたは従業員が対象家族を介護していることを知ったときに、当該従業員に対し知らせる措置を含む。）を講ずるほか、従業員が育児休業申出または介護休業申出をしたときは、当該従業員に対し、個別にこの規程及び法令に定める育児休業等に関する制度を明示するものとする。
	　第２９条　法人は、本規程を従業員に周知させるための措置（従業員若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は従業員が対象家族を介護していることを知ったときに、当該従業員に対し知らせる措置を含む。）を講ずるほか、従業員が育児休業申出又は介護休業申出をしたときは、当該従業員に対し、個別にこの規程及び法令に定める育児休業等に関する制度を明示するものとする。
	（変更）

	（給付金の支給手続）
	（給付金の支給手続）
	

	　第３３条　育児休業または介護休業に伴う雇用保険法に基づく給付金の支給手続は、原則として、法人が行う。
	　第３０条　育児休業又は介護休業に伴う雇用保険法に基づく給付金の支給手続は、原則として、法人が行う。
	（変更）

	　　　　２（略）
	　　　　２（略）
	（略）

	（略）
	（略）
	（略）

	（相談窓口）
	（相談窓口）
	

	　第３５条　この規程に関する相談または苦情は、総務部に設置する相談窓口が、これに対応する。
	　第３２条　この規程に関する相談又は苦情は、総務部に設置する相談窓口が、これに対応する。
	（変更）

	（略）
	（略）
	（略）
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